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「たき火火災 Jに ご注意を 〃

書は空気が乾撮し、また、強Bが 破く日が多くなり、

本市では「たき火Jが原囲による火災が多発する時季

となります.

「たき火Jは環境に関する法令により、どんど焼き

などの日俗習慣上や宗教上の行事に伴うもの、また、

キヤンプフアイヤーなどの学校教育活動に伴うもの

を除き、筆1卜されています。

rたき火Jが原因による火災を防止するために、景庭ごみや落葉・

四定機等は、脇やさすにごみ収集日に出すようにしてください。少E

の落葉や剪定機の焼却であつても煙等により多くの苦情が市に寄世

られているのが棄情です。また、例年、たき火の飛び火により寮Eや

付近の森林害が燃える火災も発生しています。

皆様のこ理解とこ協力をようしくお願いいたします。
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も 津宅用央奨彗報野だ庁命があぢ夕TA7夕て言うた″?

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電油切れなどで、火災を

感知しなくなることがあるため、とても危険です。

前橋市では、戸建て住宅 (店舗等の併用住宅を含む)及び共同住宅の寝室部

分等における住宅用火災書報器の設置について、新築では平成18年 6月 1日か

ら、また、平成18年6月以前に建てられた戸建て住宅等では、平成20年 6月 1

日から義務付けられています。

取り替えの目安は 10年 です。と占宅の住宅用火災警報器をチェックしましよう。

作動確認の方法は下図のとおりです。

正 常 な 場 合 は ?

メ ッ セ ー ジ ま た は 火 災 警 領 音 おギ鳴 り ま す

音 カギ鳴 ら な い 場 合 どま異 常 ?

米 書 おt鳴 ら な い 場 合 は 、 電 池 が き ち ん と セ ッ ト さ れ て
い る か 確 認 し て み ま し ょ う 。

】くtオ とで も 日島 宅とr4-し、場 合 は 、 r t t E池 切 れ = か   「機 器 本 体
J)貴箕田r」 ■ごモ十

‐
。

ていない方は、早急に設置していただき、

うしい火災から守りましよう /

前橋市消防局予防採又は最寄りの消防署
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白川分審  8238-2719

平成 30年 度豊田鶴―勝火颯頭

『意れてない? サイフにスマホに火の確認]
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